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宇都宮市工事成績活用型制限付き一般競争入札実施要領  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，本市が発注する建設工事の品質の向上及び優良な市内業者の受注機

会の拡大と技術力の向上を目的に，宇都宮市制限付き一般競争入札実施要領第４条第５

号に定めた制限付き一般競争入札の競争参加資格要件として，宇都宮市工事成績評定実

施要領に基づき採点された工事成績評定点（以下「評定点」という。）を活用する「工

事成績活用型制限付き一般競争入札」（以下「成績活用型入札」という。）を実施

するため，その事務の取扱いについて，必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 成績活用型入札の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は，工事担当課か

ら契約課長に契約依頼があった工事案件のうち，入札参加審査委員会又は入札参加選考

委員会の審議を経て，市長が決定するものとする。 

２ 対象工事は，原則として次に掲げるとおりとする。 

⑴ １件の工事の予定価格が，原則，５００万円以上２，５００万円未満の工事 

 ⑵ 工種・等級（以下「対象工種」という。）は，別表１に定める。 

 ⑶ その他工事の性質等に照らし，成績活用型入札の執行が必要と認められる

工事  

（基準点の設定） 

第３条 成績活用型入札に参加可能とする評定点の基準（以下「基準点」という。）

は，対象工種において，前年度に検査室が検査を完了した対象工種ごとの

評定点の平均点数（１未満の端数があるときは，その端数の小数第一位を

切り捨てる。）とする。  

（競争参加資格要件） 

第４条 成績活用型入札に参加できる者（以下「対象者」という。）は，次の

各号を全て満たす者とする。  

 ⑴ 対象工種において，成績活用型入札の名簿公表時から契約締結までの

間，宇都宮市入札参加有資格者名簿に継続して登録しており，宇都宮市内に主たる事

業所（本店）を設けて営業を行っている者 

 ⑵ 対象工種において，過去３か年度に検査室が検査を完了した評定点の平均点（１



 

2-4-1 

未満の端数があるときは，その端数の小数第二位を切り上げる。） が，前

条に定める基準点以上である者 

⑶ 過去３か年度以内に宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく，入札参加停止措置

を受けていない者 

（競争性の確保） 

第５条 前条に規定する対象者が，対象工種ごとに８者以上確保できない場合，当該対象

工種における成績活用型入札は行わないものとする。 

（基準点及び対象者の公表） 

第６条 基準点及び対象者を記載した名簿を作成し，宇都宮市入札参加資格等に関する要

綱第９条第１号の定期更新年度の翌年度の７月末までに，契約課及び行政情報センター

において名簿を公表するとともに，対象者に対して当該名簿に登載されていることを通

知するものとする。 

（有効期間） 

第７条 名簿の有効期間は宇都宮市入札参加資格等に関する要綱第９条第１号の定期更新

年度の翌年度の８月１日から翌々年度の３月３１日までとし，対象者は当該期間中に公

告した対象工事に参加できるものとする。 

（共同企業体の評定点の取扱い） 

第８条 共同企業体により施工した工事にあっては，当該工事の評定点を当該共同企業体

の構成員の評定点として取扱うものとする。 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この要領は，平成２６年１月１日から適用する。 

附 則 

（適用日） 

１ この要領は，平成２９年１０月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条及び第７条の規定は，この要領の適用の日以後に公表された名簿につ

いて適用し，同日前に公表された名簿については，従前の例による。ただし，平成２９

年９月に公表された名簿の有効期間については，平成３１年３月３１日までとする。 
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附 則 

この要領は，令和元年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１（第２条関係） 

工 種 等級 

土木一式工事 Ｂ 

 Ｃ 

建築一式工事 Ｂ 

ほ装工事 Ａ 

 Ｂ 

 


